
令 和 ５ 年 度 大 鰐 町 結 婚 新 生 活 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要

綱

（ 趣 旨 ）

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、町 民 の 婚 姻 に 伴 う 新 生 活 に 係 る 支 援 を

行 う こ と に よ り 、地 域 に お け る 少 子 化 対 策 や 活 力 あ る ま ち

づ く り を 推 進 す る た め 、予 算 の 範 囲 内 に お い て 大 鰐 町 結 婚

新 生 活 支 援 事 業 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。） を 交 付

す る も の と し 、そ の 交 付 に つ い て は 、令 和 ５ 年 度 地 域 少 子

化 対 策 重 点 推 進 事 業 実 施 要 領 の 別 記 ２ に 定 め る も の の ほ

か 、大 鰐 町 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る 規 則（ 昭 和 ４ ９ 年 大 鰐

町 規 則 第 ９ 号 。以 下「 規 則 」と い う 。） 及 び こ の 要 綱 の 定

め る と こ ろ に よ る 。

（ 定 義 ）

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は

、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

(１ )  新 婚 世 帯  令 和 ５ 年 ３ 月 １ 日 以 降 に 婚 姻 届 を 提 出

し 受 理 さ れ た 夫 婦 で 、夫 婦 と も に 婚 姻 日 に お け る 年 齢

が ３ ９ 歳 以 下 の 世 帯 を い う 。

(２ )  住 宅 費  結 婚 を 機 に 新 た に 住 宅 を 取 得 、賃 借 す る 際

に 要 し た 費 用 で 、令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

３ １ 日 ま で の 間 に 支 払 っ た 住 宅 の 取 得 費 、賃 料 、敷 金 、

礼 金（ 保 証 料 な ど こ れ に 類 す る 費 用 を 含 む 。）、共 益 費 、

仲 介 手 数 料 を い う 。た だ し 、勤 務 先 か ら 住 宅 手 当 が 支

給 さ れ て い る 場 合 は 、住 宅 手 当 分 に つ い て は 除 き 、地

域 優 良 賃 貸 住 宅 の 家 賃 低 廉 化 に 係 る 国 の 支 援 対 象 と

な る 部 分 に つ い て も 除 く 。



(３ )  引 越 費 用  令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 ３

１ 日 ま で の 間 に お け る 引 越 業 者 又 は 運 送 業 者 へ の 支

払 に 係 る 実 費 を い う 。

(４ )  リ フ ォ ー ム 費  結 婚 を 機 に 新 た に 住 宅 を リ フ ォ ー

ム す る 際 に 要 し た 費 用 の う ち で 、令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か

ら 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に お け る リ フ ォ ー ム

業 者 へ の 支 払 に 係 る 実 費 を い う 。た だ し 、倉 庫 、車 庫

に 係 る 工 事 費 用 、門 、フ ェ ン ス 、植 栽 等 外 構 に 係 る 工

事 費 用 、エ ア コ ン 、洗 濯 機 等 の 家 電 購 入・設 置 に 係 る

費 用 に つ い て は 除 く 。

（ 補 助 対 象 世 帯 ）

第 ３ 条  補 助 金 の 補 助 の 交 付 の 対 象 と な る 世 帯（ 以 下「 補 助

対 象 世 帯 」 と い う 。） は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る

新 婚 世 帯 の 夫 婦 の 一 方 と す る 。

(１ )  補 助 金 の 申 請 日 に お け る 最 新 の 所 得 証 明 書 か ら 確

認 で き る 夫 婦 の 所 得 を 合 算 し た 世 帯 の 所 得 が ５ ０ ０

万 円 未 満 で あ る こ と 。た だ し 、貸 与 型 奨 学 金（ 公 的 団

体 又 は 民 間 団 体 よ り 、学 生 の 修 学 や 生 活 の た め に 貸 与

さ れ た 資 金 を い う 。） の 返 済 を 現 に 行 っ て い る 場 合 に

あ っ て は 、世 帯 の 所 得 か ら 貸 与 型 奨 学 金 の 年 間 返 済 額

を 控 除 し た 金 額 が ５ ０ ０ 万 円 未 満 で あ る こ と 。

(２ )  対 象 と な る 住 宅 が 町 内 に あ り 、申 請 時 に 夫 婦 の 双 方

又 は 一 方 の 住 民 登 録 地 が 当 該 住 宅 の 所 在 地 と な っ て

い る こ と 。

(３ )  他 の 公 的 制 度 に よ る 家 賃 補 助 を 受 け て い な い こ と 。

(４ )  夫 婦 の 双 方 又 は 一 方 が 過 去 に こ の 要 綱 と 同 様 の 規

定 に 基 づ く 補 助 金 を 受 け て い な い こ と 。



(５ )  同 一 世 帯 に 属 す る 者 全 員 が 町 税 等 を 滞 納 し て い な

い こ と 。

（ 補 助 金 の 額 等 ）

第 ４ 条  補 助 金 の 額 は 、 次 の 各 号 の 額 と す る 。

(１ )  夫 婦 と も に 婚 姻 日 に お け る 年 齢 が ２ ９ 歳 以 下 の 世 帯

に あ っ て は 、住 宅 費 、引 越 費 用 及 び リ フ ォ ー ム 費 の 合

計 額 を 対 象 と し 、１ 世 帯 当 た り ６ ０ 万 円 を 上 限 と す る 。

（ ２ ） そ の 他 の 世 帯 に あ っ て は 、住 宅 費 、引 越 費 用 及 び リ

フ ォ ー ム 費 の 合 計 額 を 対 象 と し 、１ 世 帯 当 た り ３ ０ 万

円 を 上 限 と す る 。

２  前 項 に 規 定 す る 補 助 金 の 額 に １ ，０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が

あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。

３  補 助 の 対 象 と な る 期 間 は 、令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６

年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。

４  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、前 条 に 規 定 す る 補 助 対 象 世 帯

に 該 当 し な く な っ た 場 合 は 、当 該 事 由 が 発 生 し た 日 の 属 す

る 月 の 前 月 ま で と す る 。

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 及 び 決 定 ）

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」

と い う 。）は 、令 和 ５ 年 度 大 鰐 町 結 婚 新 生 活 支 援 事 業 補 助 金

交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 令

和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に 町 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

(１ )  補 助 金 等 交 付 申 請 額 算 出 調 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）

(２ )  経 費 の 配 分 調 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）

(３ )  婚 姻 日 が 確 認 で き る 書 類（ 戸 籍 全 部 事 項 証 明 書 又 は

婚 姻 届 受 理 証 明 書 等 ）



(４ )  夫 婦 の 最 新 の 所 得 証 明 書

(５ )  貸 与 型 奨 学 金 の 年 間 返 済 額 が 確 認 で き る 書 類

(６ )  住 宅 の 売 買 契 約 書 の 写 し 又 は 工 事 請 負 契 約 書 及 び  

領 収 書 の 写 し 等 支 払 額 を 証 明 で き る 書 類（ 住 宅 の 取 得

に 要 す る 費 用 の 補 助 の 場 合 ）

(７ )  住 宅 の 賃 貸 借 契 約 書 の 写 し 及 び 領 収 書 の 写 し 等 支  

払 額 を 証 明 で き る 書 類（ 住 宅 の 賃 借 に 要 す る 費 用 の 補

助 の 場 合 ）

(８ )  引 越 し に 要 し た 費 用 の 領 収 書 の 写 し 等 支 払 額 を 証  

明 で き る 書 類 （ 引 越 し に 要 す る 費 用 の 補 助 の 場 合 ）

(９ )  リ フ ォ ー ム の 工 事 請 負 契 約 書 等 の 写 し 及 び 領 収 書  

等 支 払 額 を 証 明 で き る 書 類（ リ フ ォ ー ム に 要 す る 費 用

の 補 助 の 場 合 ）

(１ ０ )  住 宅 手 当 支 給 証 明 書（ 様 式 第 ４ 号 ）（ 住 居 を 賃 借 し

て い る 場 合 ）

(１ １ )  同 意 書 （ 様 式 第 ５ 号 ）

(１ ２ )  誓 約 書 （ 様 式 第 ６ 号 ）

(１ ３ )  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、町 長 が 必 要 と 認 め る

書 類

２  町 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、

そ の 内 容 を 審 査 し 、補 助 す る こ と が 適 当 で あ る と 認 め る と

き は 、令 和 ５ 年 度 大 鰐 町 結 婚 新 生 活 支 援 事 業 補 助 金 交 付 決

定 通 知 書（ 様 式 第 ７ 号 ）に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す

る 。

（ 申 請 事 項 の 変 更 及 び 承 認 ）

第 ６ 条  前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 の 通 知

を 受 け た 者 （ 以 下 「 補 助 対 象 者 」 と い う 。） は 、 そ の 申 請



事 項 に つ い て 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、速 や か に 令 和 ５ 年 度 大

鰐 町 結 婚 新 生 活 支 援 事 業 補 助 金 変 更 承 認 申 請 書（ 様 式 第 ８

号 ）に 、前 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 の う ち 、当 該 変 更 に

係 る 書 類 を 添 え て 町 長 に 提 出 し 、承 認 を 受 け な け れ ば な ら

な い 。

２  町 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、

そ の 内 容 を 審 査 し 、適 当 で あ る と 認 め る と き は 、令 和 ５ 年

度 大 鰐 町 結 婚 新 生 活 支 援 事 業 補 助 金 変 更 承 認 通 知 書（ 様 式

第 ９ 号 ） に よ り 補 助 対 象 者 に 通 知 す る も の と す る 。

（ 補 助 金 の 請 求 及 び 交 付 ）

第 ７ 条  補 助 対 象 者 は 、第 ５ 条 第 ２ 項 又 は 前 条 第 ２ 項 の 規 定

に よ る 通 知 を 受 け た 場 合 は 、速 や か に 令 和 ５ 年 度 大 鰐 町 結

婚 新 生 活 支 援 事 業 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 １ ０ 号 ）（ 以

下「 請 求 書 」と い う 。）を 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２  町 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 請 求 書 を 受 理 し た と き は 、確

定 払 い に よ り 補 助 金 を 交 付 す る も の と す る 。

（ 交 付 決 定 の 取 消 し ）

第 ８ 条  町 長 は 、補 助 対 象 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る と き は 、補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ

と が で き る 。

(１ )  虚 偽 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 を

受 け た と き 。

(２ )  補 助 金 の 交 付 決 定 に 付 し た 条 件 に 違 反 す る 行 為 が

あ っ た と き 。

(３ )  こ の 要 綱 に 違 反 す る 行 為 が あ っ た と き 。

（ 補 助 金 の 返 還 ）

第 ９ 条  補 助 対 象 者 は 、町 長 が 補 助 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 し



た 場 合 に お い て 、補 助 金 が 既 に 交 付 さ れ て い る と き は 、速

や か に 当 該 補 助 金 を 返 還 し な け れ ば な ら な い 。

（ 報 告 等 ）

第 １ ０ 条  町 長 は 、補 助 金 の 交 付 前 又 は 交 付 後 に か か わ ら ず 、

必 要 が あ る と 認 め た と き は 、補 助 対 象 者 に 対 し て 、報 告 又

は 書 類 の 提 出 （ 以 下 「 報 告 等 」 と い う 。） を 求 め る こ と が

で き る 。

２  補 助 対 象 者 は 、前 項 の 規 定 に よ る 報 告 等 を 求 め ら れ た と

き は 、 速 や か に 応 じ な け れ ば な ら な い 。

（ そ の 他 ）

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 、町

長 が 別 に 定 め る 。

   附  則

こ の 要 綱 は 、 告 示 の 日 か ら 施 行 す る 。


